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Ⅰ は じ め に

本稿の目的は, 日本企業における人的資源管理

のパラダイムとして 1960 年代に登場した能力主

義への移行の論理を, 三菱電機が 1968 年に行っ

た人事処遇制度改訂の分析を中心として明らかに

することである｡ 1990 年代以降, 能力主義から

成果主義への移行が人的資源管理論の主要テーマ

となっているが, そのような議論の前提として,

まずは能力主義的人事処遇制度がいかなるもので

あったのかを明らかにする必要がある｡ 本稿は,

この課題を能力主義的人事処遇制度の成立期に焦

点をあてて解こうとするものである｡

能力主義をめぐる先行研究には, その発想の意

味を検討したものや (津田 1970 : 第 5 章), 労働者

がなぜ職務給を拒否し, 職能給を受容したのかに

ついて考察したもの (石田 1990 : 第 2 章, 鈴木

1994 : 第 4 章), 提唱から具体化までの経緯を明ら

かにしたもの (兵藤 1997 : 第 5 章) などが存在す

る｡ また, 数少ない事例研究である橋元 (2003)

は造船重機械メーカーの事例に即して会社と労働

組合の政策と交渉を踏まえた上で分析を行ってい

る｡

これらの先行研究に対して, 本稿では以下の 3

点について議論を提起する｡

第一に, 昇格, 昇給に関する企業レベルでの議

論の必要性である｡ 能力主義への移行をめぐって

重要な論点を孕んでいる昇格と昇給について, 橋

元を除けば, これまで企業レベルでの具体的な検
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本稿では, 日本企業における人的資源管理のパラダイムとして 1960 年代に登場した能力

主義への移行の論理を, 三菱電機が 1968 年に行った人事処遇制度改訂の分析を中心に明

らかにした｡ 1968 年改訂以前は戦後型学歴身分制を軸とした人事処遇制度であり, それ

が 1968 年改訂により能力主義的人事処遇制度へと移行したのだが, その過程は機械的平

等主義的な年功制度から能力評価に基づいて個人間に差がつく制度への転換というような

単純なものではなかった｡ 三菱電機における 1968 年の人事処遇制度改訂は, 職務遂行能

力という一貫した基準によって編成された職能系統・資格に全従業員を格付け, 資格進級

と職能系統変更をシステマティックに実施することによって, 整合的で納得度の高い社内

秩序を確立しようとするものであった｡ 従来よりも系統内資格進級において勤続要素に配

慮しつつ, 評定要素のウェイトが高い職能系統変更の活用により, 能力評価における勤続

要素と評定要素のバランスがとられることになったのである｡ これにより, 1) 大卒者の

処遇・選別問題, 2) 高卒ブルーカラー採用に伴う処遇問題, 3) 中途採用者の処遇問題,

4) 男女格差にかかわる問題, 5) 学歴格差にかかわる問題, などの人的資源管理上の諸問

題を解決するための制度整備が一応の完成をみた｡

�キーワード�人事労務一般, 賃金・退職金, 労使関係一般
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討は行われてこなかった｡

第二に, 年功主義から能力主義への転換に関し

て, 先行研究では暗黙的に, 年齢・勤続年数を基

準とする機械的平等主義的な傾向のある賃金から,

能力評価に基づいて個人間に差がつく賃金への再

編と理解されていた1)｡ だが, このような理解が

どれほど当時の変化を説明できているのか疑問が

ある｡ というのは, 1950 年前後, それまで労働

組合によって無効化されていた査定・考課を復権

させようとする強い意志を経営者がもって賃金制

度改革を強行しているからである (仁田 2003a:

26-27)｡ そして, 結果として多分に恣意的・非体

系的な方式による昇給管理が行われていたのだが,

そのような方式に経営合理性があるかどうか疑わ

しく, また労働者の納得性も低かったため, 1960

年代に職務遂行能力という一貫した基準による,

より客観的・体系的な昇給管理へ転換したという

見解も存在する (仁田 1993 : 33, 2003b: 7)｡ つま

り, 年功主義とは言っても人事考課に基づいて個

人間で差がつく賃金となっていた点, そして

1960 年代に体系的な昇給管理へ転換した点を重

視すべきということである2)｡

第三に, 能力主義の導入前後の社内秩序に関す

る論点である｡ これに関して, 氏原 (1959) が重

要な指摘を行っている｡ 氏原は, 第 2次大戦前の

日本企業では社員, 準社員, 工員, 組夫というよ

うな身分が, 大学高専卒, 中学卒, 高小卒, 小卒

というような学歴と照応していたことを指摘し,

それが第2次大戦後には教育水準の向上などによっ

て崩れつつあるとしていた｡ ただし, 佐口 (1990)

が言及しているように, 氏原は高卒のブルーカラー

採用を強調しすぎており, 戦前の学歴身分制が

1950 年代に戦後型学歴身分制へと再編されてい

た点を軽視していると言える｡ 佐口の指摘によれ

ば, 専門事務職・技術職, 一般事務職・技術補助

職, 現場作業職という採用区分と, 大卒, 高卒,

中卒という学歴が明確に対応していた｡ そして,

｢学歴別労働市場の崩壊｣ は 1960 年代半ばの新規

中卒者の激減によってはじめて本格化したという｡

このことは, 1960 年代の能力主義への移行が戦

後型学歴身分制を軸とした社内秩序の抜本的見直

しという課題を背負って行われたことを示唆して

いると言えよう｡

以上の問題関心から, 本稿では人事処遇制度の

根幹をなす昇格と昇給を中心に, 戦後型の学歴身

分制を軸とする人事処遇制度が 1960 年代に能力

主義的人事処遇制度へと移行する過程を考察する｡

具体的には, 三菱電機を事例にとりあげ, 同社に

おける 1968 年制度改訂以前の学歴身分制を軸と

する人事処遇制度の構造を明らかにした上で, 改

訂後の能力主義的人事処遇制度と比較対照し, そ

れが 1960年代における労働市場環境の変化によっ

て生じた人的資源管理上の諸問題を総合的・体系

的に解決し, 労働者の納得性を高めることを目指

して行われた改革であったことを明らかにする｡

本稿は, 制度の改訂を論ずるものであり, 制度が

実際に運用された結果について議論するものでは

ない｡ しかし, 身分・資格制度の説明にとどまら

ず, 本給を決定する上で重要な役割を果たしてい

た昇給基準にまで踏み込んで検討を加えたこと,

そして制度移行に伴う調整過程を詳細に明らかに

したことは, 実証研究としての本稿のメリットで

あると考える｡

本稿で主たる対象としてとりあげる三菱電機は,

日経連 『能力主義管理』 において, 各社の実践事

例として紹介されているＭ電機に該当すると考え

られ, 日経連の推奨する職能的資格制度のモデル

ケースであった (日経連能力主義管理研究会編 1969:

329-334)3)｡ 佐藤 (1999, 2004) によれば, 能力主

義管理が実際に導入されていったのは 1970 年代

後半であったという｡ 佐藤は, その際, 日経連が

推奨した職務との結びつきを重視した職能的資格

制度が導入されたのではなく, 全社一本の能力基

準に従業員を当てはめる能力的資格制度が導入さ

れることが多かったと指摘している4)｡ この意味

では, 三菱電機は幾分特殊な事例であると言えよ

う｡ しかしながら, 佐藤 (2004) が指摘するよう

に, 今日的な人事改革の動向が能力的資格制度か

ら職能的資格制度への転換という側面も有してい

るとすれば, 過去に職能的資格制度を実践してい

た三菱電機の事例を考察することは大きな意義が

あると言える｡ 本稿が, 三菱電機における 1968

年人事処遇制度改訂を分析する所以はこの点にも

ある｡

No. 572/Feb.-Mar. 200894



Ⅱ 学歴身分制を軸とする人事処遇制度
の構造

まず, 三菱電機における 1968 年改訂前の人事

処遇制度がどのような特徴を有していたのか明ら

かにしよう｡

1 職能系統と身分

三菱電機は, 1968 年に資格制度を導入するま

で, 身分制度によって社員を格付けしていた｡ こ

の身分制度は, 戦後直後の工職身分格差撤廃とい

う流れの中で 1948 年に構築され, 1950 年に完全

実施されていた (三菱電機株式会社社史編纂室編

1982 : 90)｡ 名称こそ戦前と同一の身分制度とし

ていたものの, その内実は異なっていた｡ 戦前の

身分制度では職員と工員という厳格な区分が存在

していたのだが, 戦後の身分制度ではそのような

区分を廃止していた (三菱電機株式会社社史編集委

員会編 1951 : 343)｡ 当時の労働組合は, 第一に職

員, 工員の身分の撤廃, 第二に職員, 工員の給与

形態の統一を求めていたが (三菱電機労働組合運

動史編纂委員会編 1957 : 40), 給与形態の統一はか

なわなかったものの, 職員と工員という区分は廃

止されることとなった｡ なお, 職員と工員という

区分に関して, 日本鋼管と東芝では 1964 年まで,

三菱重工では 1969 年まで用いられていたが, 八

幡と富士に分離される前の日本製鉄, 日立, 三井

造船などでは三菱電機同様に戦後間もない時期に

廃止されており, 必ずしも三菱電機が特殊であっ

たわけではない (日本鋼管株式会社六十年史編纂委

員会編 1972 : 551, 東京芝浦電機株式会社編 1977 :

221, 三菱重工労組 10 年史編纂委員会編 1977 : 286,

新日本製鉄株式会社社史編さん委員会編 1981 : 648,

日立労働運動史編纂委員会編 1964 : 156, 三井造船株

式会社 50 年史編纂委員会編 1968 : 286)｡

このように, 三菱電機において職員と工員とい

う区分は廃止されていたが, 戦後の身分制度は職

能の違いに基づいて, 図 1に示す通り, 事務系統,

技術系統, 技能系統という 3つの職能系統を設け

ていた｡ この職能系統に関して, 三菱電機は ｢職

能というのは, 人がその企業で役立てる能力 (企

業がそのものに要求する労働の質) の質的な特色を

指すもので, その同質な特色をもつているものを

連ねて職能系統という｣ (三菱電機労働組合運動史

編纂委員会編 1957 : 158) としていた｡ 加えて, 図

1 に示す通り, それぞれの職能系統は ｢基礎的能

力段階に応じて区分がなされ｣ (油田 1954 : 17)

た身分の階層を有していた｡ 事務系統には事務,

書記, 書記補という 3つの身分が, 技術系統には

技師, 技手, 技手補の 3つの身分が設けられてい

た｡ 他方, 技能系統は工師, 工長, 工手, 工手補

という 4つの身分が設けられており, さらに工手

は 1 等工手, 2 等工手, 3 等工手と分けられてい

た｡ これらの身分は, 学歴, 性差と照応しており,

｢大卒は事務または技師, 高卒は書記または技手,

中卒は工手補というのが原則であり, 更に, 同じ

高卒であっても, 男子は書記または技手であるの

に対して, 女子は書記補というのが原則であった｣

(今里 1968b: 47)｡

要するに, 三菱電機における戦後の身分制度は

職員と工員という区分が廃止されたものの, ｢制

度の運営の中で出来上った取り扱い｣ (今里

1968b: 47) によって学歴に強く規定され, かつ性

差に基づく明確な処遇の違いも存在する制度であっ

た｡ また, 中途採用者の初任格付けは原則として

各職能系統の最下位の身分であり, ｢中途採用者

は従来の年功序列体系の中では, かなり低く評価

されていた｣ (今里 1976 : 10)｡

2 身分の昇格

次に, 身分の昇格について説明しよう｡ 三菱電

機は社員に対し, ｢能力の進展と精勤の度合いに

応じて｣ (油田 1954 : 15) 入社後に格付けられた

身分よりも上位の身分へ昇格する機会を与えてい

たが, それは表 1に示す昇格の要件に基づいて行

われていた｡ 具体的には, まずは勤続年数と本給

額が重要な要件となっており, その上で試験が課

され決定されていた｡ この場合の試験とは, 勤務

成績, 論文, 学科試験, 口頭試問を含むもので,

単なる学科試験を意味するものではないことに注

意する必要がある｡ 3 等工手→ 2 等工手, 2 等工

手→ 1 等工手, 1 等工手→工長あるいは工師への

昇格は勤務成績, 口頭試問によって決定されてい
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たが, 書記補→書記, 技手補→技手, 工手補→ 3

等工手の昇格にはさらに学科試験が課され, 書記

→事務, 技手→技師の昇格には学科試験に加え論

文が課されていた｡

さて, 上述したように学歴別に初任身分が異な

ることから, 身分の昇格も学歴別に説明したほう

が理解しやすい｡ 大卒者の場合は, 入社後に格付

けられる身分が事務あるいは技師であったため,

昇格そのものが存在しないことになる｡ ただし,

図 1には記していないが, すべての身分の上に上

級管理職に対応する参事および参与というものも

存在していた｡ つまり, 事務あるいは技師から参

事へ, また参事から参与へという昇格が行われる

場合もあった｡ だが, ｢大卒は 22 才で入社して定

年の 56 才まで約 34 年間全く同じ身分である｣

(今里 1968b: 47) という記述が存在する｡ この記

述がどこまで当時の実態を反映したものかはわか

らないが, 大卒者の場合, 事務あるいは技師とい
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図１　職能系統と身分の階層 

出所：今里（1968b），p. 47により作成。 

注：各職能系統の右側（技能系統の工師昇格に関しては左側）に記されている年齢は学齢であり，

身分の昇格に際して最短で到達した場合の学齢を意味する。 

表 1 身分昇格の要件

昇 格 区 分

資 格 試験項目ごとのウェイト

勤続年数 本 給
勤務

成績
論文

学 科 口頭

試問学術 社会 現場

事

務
→
書

記

書記補, 技手補よりの昇格者 満 5年以上 12,000 円以上

30 10 40 20
高等学校新卒業者 満 5年以上 12,000 円以上

技

師
→
技

手

工手または工手補よりの転勤者 満 3年以上 11,000 円以上

上記以外の者 満 2年以上 12,000 円以上

書

記
→
書
記
補

中学校新卒業者 満 5年以上 9,000 円以上

50 30 20高等学校新卒業者 満 2年以上 9,000 円以上
技

手
→
技
手
補 上記以外の者 満 1年以上 9,000 円以上

1等工手 → 工 師 満 4年以上 870 円以上 70 30

1 等工手 → 工 長 満 7年以上 1,000 円以上 70 30

2 等工手 → 1等工手 満 5年以上 700 円以上 70 30

3 等工手 → 2等工手 満 5年以上 550 円以上 70 30

工手補→ 3等工手

技能訓練生または

教習生修了者
満 7年以上 420 円以上

50 30 20

上記以外の者 満 5年以上 430 円以上

出所 :労務行政研究所 (1968), p. 10 により作成｡

注 :工長から工師への身分の変更は, 会社が適当と認めた者について行われる｡



う身分に格付けられている期間が長く, 参事, 参

与への昇格は限定的となる仕組みとなっていたこ

とがうかがえよう｡

高卒者の場合, 入社後に格付けられる身分は男

子が書記あるいは技手, 女子が書記補であった｡

書記あるいは技手に格付けられる高卒男子は学齢

で 23 歳時点, つまり表 1 に示した通り勤続年数

5年で事務あるいは技師への昇格機会が訪れると

いうものであった｡ ただし, ｢大学程度の内容を

有する学科試験に合格し｣ なければならず, ｢万

年技手 (または書記)｣ も存在していた (油田

1954 : 17)｡ また, ｢従来は高卒は, 大卒よりも必

ず一年間よけいに会社におらねば大学と同じ待遇

にならないということになっていた｡ つまり高校

を出て五年間いないと大学と同じレベルの試験を

受けることができない｡ そういう差別をしていた｣

(森田 1968 : 7) というように学歴格差も存在して

いた｡ さらに, 書記補に格付けられる高卒女子は

学齢で 20 歳時点, つまり表 1 に示した通り勤続

年数 2年で書記への昇格機会が訪れることになる

が, このことは試験に合格したとしても高卒男子

と比して少なくとも 2年の遅れを有していること

を意味する｡

中卒者の場合, 入社後に格付けられる身分は工

手補であった｡ 中卒者は 15 歳で入社した後, 技

能訓練生を経て, 学齢で 23 歳時点, つまり表 1

に示した通り勤続年数 7年で 3等工手への昇格機

会が訪れることになる｡ その際, 勤続年数が 7年

経った者全員が同様に 3等工手へ昇格できるとは

限らない｡ 昇給については後述するが, 全員が毎

年同額の昇給が行われるわけでなく, 人事考課を

反映した昇給額となることから, 勤続年数が 7年

経った者全員が昇格の要件を満たすことになるわ

けではない｡ また, 昇格の試験制度は勤務成績,

学科試験 (現場), および口頭試問となっていた｡

工手補から 3等工手への昇格は自動昇格ではなく,

一定のハードルがあった｡ さらに, 3 等工手から

2等工手への昇格は学齢で 29 歳時点, 2 等工手か

ら 1 等工手への昇格は学齢で 34 歳時点, 1 等工

手から工師への昇格は学齢で 39 歳時点に行われ

ることになるが, これらの学齢は最短で昇格でき

た場合を意味し, 必ずしも全員が最短で昇格でき

るということではなく, 昇格の選抜には勤務成績

と口頭試問の結果も加味された｡

ところで, 技能系統の者の場合, ｢職能系統間

の転換は……転換試験の結果, 合格と認めた者に

ついて行なう｣ (労務行政研究所 1968 : 10) という

ように, 技能系統から事務系統あるいは技術系統

へ職能系統を転換することも可能ではあった｡ 工

手または工手補から書記または技手への転換試験

が存在していた｡ その際, 勤務成績, 学科, 口頭

試問が加味され, それぞれのウェイトは 30 : 50 :

20 となっていた (労務行政研究所 1968 : 10)｡ それ

によって中卒者でも高卒者さらには大卒者と同等

に処遇されることは不可能ではなかった｡ とはい

え, ｢中卒者が……大卒と同じ事務, 技師の試験

に受かることは非常に困難である｡ もちろん道は

ありますが, 非常に厳しいテストで受験生の一％

も合格しない｣ (森田1968 : 7) というものであった｡

3 昇給基準

最後に, 昇給基準について説明しよう｡ 昇給

基準とは, 表 2に示す通り, 身分別, 本給段階別

に定められた昇給基準ランクともいうべきもので,

本給の昇給額の基準となるものである5)｡ 三菱電

機では, 毎年の春闘で昇給基準を書き換えること

はしておらず, 第 2手当というものの中の調整給

系数というものを毎年の春闘によって改訂してい

た｡ 昇給基準は数度の改訂が行われていたが,

1968 年の人事処遇制度改訂までは 1964 年に改訂

された昇給基準を適用していた｡

表 2では日給者と月給者という区分が設けられ

ているが, これは三菱電機における賃金の支払形

態が事務系統・技術系統に属する者および技能系

統の工師は月給制, 工師以外の技能系統に属する

者は日給制となっていたことによる｡ 月給者は月

額が決まっていたのに対して, 日給者はいわゆる

日給月給制で, 就業日数に応じて月額が異なって

いた (森田 1968 : 3-4)｡

さて, 昇給基準に関しても学歴別に説明すると

わかりやすい｡ まず, 大卒者の場合, 初任身分は

事務あるいは技師であったから, 昇給基準も 900

円→1100 円→1400 円→1600 円→2100 円→2600

円と増加していくことになっていた｡
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高卒男子の場合は, 初任身分が書記あるいは技

手であったから, まず書記あるいは技手という身

分において昇給基準が 600 円→700 円→900 円と

増加していくことになっていた｡ ただし, 本給が

1 万 4000 円以上になると昇給基準は 900 円で頭

打ちとなっていた｡ そのため, より高い昇給基準

でもって処遇されることを望むならば, 事務ある

いは技師へと昇格する必要があった｡ つまり, 身

分の昇格如何によって昇給に大きな格差が出る仕

組みとなっていた｡

高卒女子の場合は, 初任身分が書記補であった｡

昇給基準は, 本給が 1万 1000 円未満なら 400 円,

1 万 1000 円以上なら 600 円と, 高卒男子の初任

身分である書記あるいは技手の昇給基準と比べて

低く設定されていた｡ 本給が 9000 円以上になれ

ば書記に昇格する機会はあったが, その場合でも

試験に合格しなければならなかった｡

以上は, 事務系統および技術系統についてであ

るが, それに対して技能系統の昇給基準は幾分複

雑である｡ 技能系統の最下位の身分である工手補

へ格付けられるのは中卒者であり, その時点での

昇給基準は日額 13 円であった｡ したがって, 13

円→16 円→19 円→23 円→27 円→31 円→35 円→

38 円→40 円→50 円と 10 段階の昇給基準を駆け

上がっていくことになる｡ ただし, このように上

昇していくには, その途中に身分の昇格が必要と

なる｡ 各身分には複数の昇給基準が設けられてお

り, 例えば本給が 430 円以上でも工手補に留まっ

ているならば昇給基準は 19 円で頭打ちとなると

いうように, すべての身分において昇給額の上限

が決められていた｡

また, これらの金額はあくまでも標準の額であっ

て, 実際の昇給は ｢各人の提供した労働の質と量,

能力の進展及び勤怠度を考慮して直上の上長を含

む三名以上の関係上長が査定する｣ (中川 1959 :

318) 人事考課に基づいて最高○○円, 最低○○

円という幅の中で決定されていた｡

このように, 本給の決定には学歴および身分の

昇格が非常に重要な意味を持っていた｡ 加えて,

毎年の昇給額は人事考課によって個人間で差が出

るものとなっていた｡

Ⅲ 1960 年代の変化と課題

次に, 三菱電機における 1960 年代の問題状況

について, 事業構造, 人員構成, 課題意識, 労使
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日給者

身分 本給段階 昇給基準

工長
1,250 円以上 50 円

1,250 円未満 40 円

1 等工手
860 円以上 38 円

860 円未満 35 円

2 等工手
690 円以上 35 円

690 円未満 31 円

3 等工手

560 円以上 31 円

490 円以上 27 円

430 円以上 23 円

430 円未満 19 円

工手補

430 円以上 19 円

370 円以上 16 円

370 円未満 13 円

月給者

身分 本給段階 昇給基準

事務

技師

工師

34,000 円以上 2,600 円

28,000 円以上 2,100 円

21,000 円以上 1,600 円

17,000 円以上 1,400 円

14,000 円以上 1,100 円

14,000 円未満 900 円

書記

技手

14,000 円以上 900 円

9,000 円以上 700 円

9,000 円未満 600 円

書記補

技手補

11,000 円以上 600 円

11,000 円未満 400 円

表 2 昇給基準 (1964 年当時)

出所 :三菱電機労働組合運動史編纂委員会編 (1974a), p. 54 により作成｡

注 : 1) 事務系統・技術系統に属する者および技能系統の工師は月給者, 工師以外の技能系統

に属する者は日給者と呼ばれる｡

2) 月給者の昇給基準は月額, 日給者の昇給基準は日額で表示している｡



関係の順に説明しよう｡

1 事業構造の変化

三菱電機は重電を中心に戦後の復興を成し遂げ

たが, 同時に事業分野を広げており, 総合電機メー

カーへの展開を図っていた｡ これにより全社売上

高に占める各分野の割合も変化し, 1965 年度に

は重電 24.6％, 車両・産業機械 18.6％, 標準電

機 18.0％, 家庭電器 22.9％, 電子機器・電子商

品 15.9％となっていた (三菱電機株式会社社史編

纂室編 1982 : 110)｡

その過程において, 三菱電機は先進技術の導入

を図り, 技術者を大量に雇用した｡ 大卒技術者の

新入社員は 1960 年に 100 人を超え, 1964 年には

300 人を数えていた｡ また, 新工場の建設も進め,

量産体制を確立していった｡ 製作所・工場の数は

1955 年時点で 14 であったが, 1965 年時点では

20 にまで増大していた｡ そして, 無線機製作所

におけるテレビ生産の活発化や北伊丹工場設立に

よる半導体生産の開始に伴い, 女子作業者を大量

に雇用するようになっていた (三菱電機株式会社

社史編纂室編 1982 : 111-122)｡

2 人員構成の変化

表 3は, 三菱電機における人員構成の変化を示

したものである｡ ここから次のような変化が見て
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表 3 人員の推移
(単位 :人, 歳, 年)

年

月給者 日給者
合計

男 女 男 女

人数
平均

年齢

平均

勤続

年数

人数
平均

年齢

平均

勤続

年数

人数
平均

年齢

平均

勤続

年数

人数
平均

年齢

平均

勤続

年数

人数
平均

年齢

平均

勤続

年数

1950 15,262

1951 15,287

1952 3,886 1,038 9,365 1,241 15,869

1953 4,225 35.1 11.8 1,320 26.6 5.0 9,726 30.5 8.0 1,259 25.5 6.1 16,730 31.0 8.6

1954 4,235 35.1 11.8 1,333 26.6 5.0 9,936 30.5 8.0 1,238 25.5 6.1 16,742 31.0 8.6

1955 4,445 35.4 12.1 1,442 26.6 5.1 10,336 30.9 8.6 1,284 25.7 6.4 17,507 31.3 9.0

1956 4,594 35.2 12.0 1,524 26.0 4.8 10,475 30.9 8.7 1,287 25.5 6.3 17,880 31.2 9.0

1957 4,864 35.0 12.1 1,705 25.6 4.8 11,018 31.6 9.5 1,647 22.6 4.4 19,234 30.9 9.2

1958 5,318 34.8 12.0 1,944 25.4 4.7 11,849 31.1 9.7 2,463 22.1 4.1 21,574 30.4 9.1

1959 5,726 34.5 11.9 2,199 25.2 4.6 12,429 31.3 9.8 2,804 21.7 4.1 23,158 30.2 9.0

1960 6,187 34.3 11.6 2,458 24.9 4.3 12,949 31.9 9.9 3,351 21.6 3.9 24,945 30.4 9.0

1961 6,991 33.6 11.3 2,920 24.7 4.5 13,805 32.4 10.5 3,267 22.5 4.8 26,983 30.7 9.3

1962 8,076 31.7 10.3 3,451 23.3 3.8 15,340 31.4 10.1 4,798 20.7 3.8 31,665 29.0 8.5

1963 9,763 30.8 10.0 4,036 23.0 4.0 18,432 31.7 10.2 6,032 20.5 3.6 38,263 28.6 8.4

1964 11,079 30.8 8.6 4,366 23.5 3.1 20,847 30.0 8.2 7,941 19.7 2.4 44,233 27.6 6.7

1965 12,170 30.7 8.6 4,908 23.3 2.9 22,651 29.5 7.8 9,296 19.6 2.1 49,025 27.2 6.4

1966 12,842 30.9 8.7 4,847 23.6 3.1 23,239 29.6 8.1 8,853 20.2 2.5 49,781 27.4 6.6

1967 12,805 31.6 9.6 4,377 24.5 3.9 22,283 30.5 8.9 7,427 20.9 3.3 46,892 28.6 7.6

1968 13,260 31.6 9.6 4,689 24.5 3.9 22,972 30.5 8.9 8,097 20.9 3.3 49,018 28.0 7.6

出所 : 『有価証券報告書』 各年度版により作成｡

注 : 1) 各年 3月末の数字だが, 1953 年に関しては, 9 月末の数字を用いている｡

2) 1950 年, 1951 年, 1952 年に関しては, ｢月給者｣ ｢日給者｣ という区分ではなく, ｢職員｣ ｢工員｣ ｢其の他｣ と区分されてい

るため, ｢職員｣ を ｢月給者｣, ｢工員｣ を ｢日給者｣ とみなし, 合計人数は ｢其の他｣ も含めたものを表記している｡

3) 1968 年の ｢月給者｣ で ｢女｣ の平均勤続年数は, 有価証券報告書通りに厳密に記せば ｢9.9 年｣ である｡ ただし, この数字

は極端に大きいこと, その半期前の 1967 年 9 月末時点では ｢3.9 年｣ であることから誤植と判断し, ｢3.9 年｣ へと修正し

た平均勤続年数を表に記している｡



取れる｡

第一に, 社員数全体が増加している｡ 1950 年

の社員数全体は 1 万 5262 人であったが, 1965 年

には 4 万 9000 人台へと達し, 1950 年時点と比し

て 3倍以上に増加していた｡

第二に, 日給者の男子に比して, 月給者の男子

が増加している｡ 有価証券報告書において日給者,

月給者という区分を用い始めた 1953 年と, 1960

年代半ばである 1965 年を比較してみると, 日給

者の男子が 1953 年では 9726 人, 1965 年では 2

万 2651 人と約 2.3 倍の増加であったのに対して,

月給者の男子は 1953 年では 4225 人, 1965 年で

は 1万 2170 人と約 2.8 倍の増加を示していた｡

第三に, 女子の増加が顕著である｡ 女子の月給

者は 1953 年では 1320 人, 1965 年では 4908 人と

約 3.7 倍, また女子の日給者は 1953 年では 1259

人, 1965 年では 9296 人と約 7.3 倍に増加してい

た｡

3 課題意識

このような人員構成の変化と労働市場環境の変

化に直面した三菱電機の人事担当者は, 次のよう

な課題意識を抱いていた｡

第一に, 大卒者の増加に伴い, その処遇をいか

に行うかという課題である (今里 1976 : 10-11)｡

第二に, 労働供給のあり方の変化, 特に中卒者

の減少に伴い, 現場作業者の採用をいかに行うか

ということも課題となっていた (今里 1968a: 10)｡

具体的には高卒のブルーカラー採用が進展した｡

三菱電機では, 1967 年から新規高卒のブルーカ

ラー採用が始まったとしている (大竹 1976 : 11)6)｡

実際には, それまでも中途採用で高卒者をブルー

カラーとして採用していたと考えられる｡ ブルー

カラーとして採用されたがゆえに低く処遇される

ことに対して不満を抱く者が存在したと思われる｡

第三に, 労働市場の変化に伴い, 中途採用者が

増えたが, その処遇をいかに行うかということも

課題となっていた (今里 1968a: 10)｡ 中途採用者

の初任格付けは原則として各職能系統の最下位の

身分となっていたため, 採用が困難になり, また

処遇に不満を抱く層が生じていたと考えられる｡

第四に, 女子の増加に伴い, その処遇をいかに

行うかという課題も意識していた (今里 1968a:

10)｡ 松下電器では, 性差に基づく格差を設けて

いた初任給を 1966 年より男女同一のものへと変

更していた (鈴木 1967 : 108-109)｡ このような同

業他社の動向も人事担当者に影響を与えたと考え

られよう｡

4 労働組合の要求

また, 三菱電機の人事処遇制度改訂にかかる意

思決定に影響を与えた要因として, 労働組合の要

求も無視できない｡ 1963 年 4 月, 三菱電機は他

社に先駆け, 週休二日制を導入していた｡ それに

際して, 労働組合は ｢日給者の場合, 日給制のま

まで時間短縮を行えば, 月収が不安定になる｣

(三菱電機労働組合運動史編纂委員会編 1974b: 163)

と懸念していた｡ そのため, 1963 年 11 月 4, 5

日から 1964 年 4 月 28, 30 日までの間に労使協議

の場である合同給与専門委員会が 7回開催されて

いるが, その第 1回目に労働組合は ｢現行給与形

態の全般について再検討を行なう必要のある旨を

強調｣ (資料 2参照) していた｡

このように週休二日制の導入から, 日給制の是

非, さらに人事処遇制度全般の見直しへと議論が

発展していた｡ その後, 会社側は 1965 年 7月 14,

15 日にも合同給与専門委員会を開催し, 労働組

合から ｢来年 4月に実施するという方向で今後精

力的に検討したい｣ (資料 3参照) と求められてい

た｡ このような労働組合の要求を踏まえた上で,

会社側は人事処遇制度を全般的に検討する必要性

は認めるものの, 1966 年 4 月の実施は無理であ

るとし, 結論として ｢実施時期の目標をおそくと

も昭和 43 年 4 月とする｣ (資料 3 参照) 確認書を

労働組合との間で取り交わすこととなった｡

Ⅳ 能力主義的人事処遇制度の構造

Ⅲで述べたような問題状況を踏まえ, 1968 年

に人事処遇制度の抜本的改訂が行われている｡ 本

節では改訂された人事処遇制度の概要を説明し,

それが従来の制度からどのように変更されたのか

を考察する｡
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1 職能系統と資格

会社側は, 従来の身分制度に対して, ｢このグ

ルーピング自体がいささか大まかに過ぎる｣ (今

里 1968b: 48) と判断していた｡ そのため, 職能

系統を細分化し, それぞれの職能系統に資格の階

層を設定するという改訂を行った｡ 成立した資格

制度における職能系統と資格の階層は, 図 2に示

す通りである｡ 8 つの職能系統へ細分化している

点が特徴的である7)｡ ｢職能系統は単なる職務の区

分ではなく, 職務遂行能力の質的分類である｣ と

しているが, これは ｢職務の質に対応させて, 労

働の質を考え, この労働の質, いいかえれば人の

能力の質を軸として従業員の序列体系を考え, 企

業における人と職務を関連させる｣ ことを意図し

ている (資料 1参照)｡ 要するに, いかに職務との

関連を強めた人事処遇制度を構築するかというこ

とが課題となっており, 三菱電機の場合はその模

索の中での一応の解として職能系統を細分化した

のである｡

資格の階層は, 基本的には図 2に示す通りだが,

さらに執務系統・工技系統・技能系統 5級の中で

豊富な経験によって特に高度な能力を備えるに至っ

たと認められる者をそれぞれ執務長, 工技長, 技

能長と称するとしている｡ なお, これらの資格の

上に, 従来の身分制度と同様に参事と参与がおか

れている｡ また, 新卒者の初任資格は, 中卒者が

技能系統 1級, 高卒者が執務系統・工技系統・技

能系統 1級, 高専卒者が工技系統 2級となってお

り, 大卒者および大学院の修士課程修了者は事務

系統・技術系統 1級, 大学院の博士課程修了者は

技術系統 2級へと格付けられる｡

このような資格の階層と初任資格の設定によっ

て, 次のような変更が行われた｡

第一に, 大卒者であっても複数の資格に格付け

られるようになった｡

第二に, 高卒者の位置づけが変更された｡ 従来

の身分制度では, 高卒者でもブルーカラーとして

採用された者は技能系統に属し, ホワイトカラー

として採用された者との間に格差が生じていた｡

だが, この改訂により高卒者ならば同列の資格へ

格付けられ, 従来のような格差は生じないことに

なった｡ ただし, このことは一面では ｢高卒者を

全部現場作業と同じ待遇に引き下げてしまう｣

(森田 1968 : 5) ことも意味しており, これによる

高卒ホワイトカラーの不満をどうやわらげるかと
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図２　職能系統と資格の階層 
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注：各職能系統の右側に記されている年齢は学齢であり，資格の進級に際して最短で到達した場合の年齢を意味する。 



いう課題が残っていた｡ これへの対処は, 後述す

るように, 職能系統の変更の仕組みによって行わ

れた｡ ブルーカラー, ホワイトカラーを問わず,

高卒者が大卒者と同様に処遇される機会が開かれ

たのである｡

第三に, 中途採用者の位置づけも変更されてい

る｡ すなわち, ｢現行制度においては中途入社者

は原則として各職能系統の最低位の身分を取得す

ることとなっていますが, 新資格制度では各職能

系統の最下級の資格に限定することなくそれぞれ

の能力に応じた資格を与えることとします｣ (今

里 1968b: 50) としている8)｡

第四に, 女子の処遇についても, ｢女子は現行

制度では事務補助者, 軽作業者として採用し補助

的職務を担当させていますが, これを改め男女同

一の評価尺度で評価することとします｣ (今里

1968b: 50) としている｡

2 資格の進級と職能系統の変更

職務遂行能力という一貫した基準で社員を格付

ける場合, その高まりをいかに評価するのかが重

要となる｡ ここでは, そのための仕組みを形作る

ものである資格の進級と職能系統の変更について

説明しよう｡

資格の進級は, 表 4に示す通り, 試験によって

選抜が行われる場合と自動進級の 2通りある｡ こ

の場合の試験とは, 従来と同様に筆記試験のみを

指すわけではなく面接も含む｡ 試験による選抜は,

事務企画系統・技術企画系統では 1級から 2級へ,

事務系統・技術系統・作業技術系統では 2級から

3 級へ, 執務系統・工技系統・技能系統では 2級

から 3級へ, および 4級から 5級への進級の際に,

在級期間と本給要件を満たした上で, 勤務成績・

面接を勘案して行われる｡ 筆記試験も課されるの

は, 執務系統・工技系統・技能系統の 2 級から 3

級への進級のみである｡ そして, これらの進級率

は各受験資格条件取得者の受験回数ごとに進級し

ない者が 50％以上とならないことを目途として

設定するとしている (労務行政研究所 1968 : 15)｡

加えて, ｢初回受験後○年経過した者については

原則として進級を認める｣ という最長滞留年数を

設定している｡ 定められた在級期間と本給要件を

満たした上で試験を受けたのだが, 進級にはおぼ

つかないという場合もあろう｡ そこで, 最長滞留

年数を満たせば上位資格で必要とされる職務遂行

能力が備わったとみなし, 進級させるのである｡

当時, このような仕組みは日立や日本鋼管, 三菱

重工においても導入されている (労務行政研究所

1966 : 23, 折井 1973 : 42, 労務行政研究所1970 : 26)｡

他方, 上記以外の進級に関しては自動進級とな

る｡ 自動進級とは, その資格に在級した期間と本

給○○円以上といったその時点で支払われている

本給の 2つの要件のみによって原則として上位資

格への進級が行われるというものである｡

このような最長滞留年数の設定と自動進級は労

使の妥協の産物であった｡ 制度構築の当初, 会社

側は ｢すべての進級に当って面接を行いたい｡ 筆

記試験は, 1～2 級の間でもやりたいが…… 2～3

級の間のみとした｣ (資料 4参照) という｡ だが,

労働組合は会社案に否定的な見解を示していた｡

もともと ｢職制における認定, 推せんという形で

はいけないから試験制度を設けようという組合側

の強い意見で, 今日のものが作られた｣ のだが,

｢かって組合が主張して試験制度が作られたのは

事実としても, 20 年間にわたる不信感は, 簡単

にぬぐい切れるものではない｡ 会社は, 弊害さえ

なくせば良いだろうといわれるが, 組合員の多く

は極めて深い不信感をもっている｣ と述べている

(資料 4 参照)｡ 身分の昇格にかかる試験が実際に

どう運用され, 合格率がどれ程であったかはわか

らないが, 制度改訂により, 少なくとも 50％を

進級させるという数字が入れられたところをみる

と, それ以下の合格率となることがしばしばあっ

たと考えてよかろう｡ その結果, 妥協の産物とし

て最長滞留年数と自動進級が設けられたのであ

る9)｡ これらの設定が, 従来の身分制度と比較し

て大きく異なる特徴と言えよう｡

次に, 職能系統の変更についてであるが, 図 2

および表 5に示すように 3通りある｡ いずれも要

件に該当し, かつ所定の選考課目に基づき実施す

る変更試験に合格した者について行われる｡ この

職能系統変更の特徴は次の通りである｡

第一に, 大卒者であってもより高く処遇される

には職能系統の変更が必須となったことである｡
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事務系統・技術系統の 2級から事務企画系統・技

術企画系統の 1級への変更がこれに該当する｡

第二に, 執務系統・工技系統・技能系統の 2級

から事務系統・技術系統の 1級への変更を設ける

ことにより, 中卒者, 高卒者であろうと大卒者と

同じ職能系統で処遇されることが可能となってい

る｡ 従来の身分制度では中卒者, 高卒者は大卒者

との間に学歴格差が存在していたのだが, この改

訂では学歴格差を縮小した10)｡ 従来も職能系統の

変更は設けられていたが, 実際には学歴格差が大
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表 4 資格進級の要件

区分
要件

進級要件
在級期間 本給

技
術
企
画
系
統

事
務
企
画
・

1級→ 2級 4年以上 35,850 円以上
要件該当者につき面接, 勤務成績を勘案の上

選定を行なう｡

事
務
・
技
術
・
作
業
技
術
系
統

2級→3級

1級より進級した者 8年以上 30,450 円以上

要件該当者につき面接, 勤務成績を勘案の上

選定を行なう｡ ただし初回受験後 4年を経過

した者については原則として進級を認める｡

執務・工技・技能系統

より作業技術系統 2級

に変更した者

6年以上 35,400 円以上

上記以外の者 1年以上 30,450 円以上

1級→ 2級

執務・工技・技能系統

より事務・技術系統 1

級に変更した者 3年以上

18,450 円以上

ただし在級期

間中の昇給総

額 3,000 円未

満の者を除く

要件該当者につき原則として進級を行なう｡研修生修了者

見習生修了者

上記以外の者 1年以上

執
務
・
工
技
・
技
能
系
統

4級→ 5級 5年以上 27,900 円以上

要件該当者につき面接, 勤務成績を勘案の上

選定を行なう｡ ただし初回受験後 4年を経過

した者については原則として進級を認める｡

3 級→ 4級

(ア) 6 年以上

22,000 円以上

ただし最近 3

年間の昇給総

額が 2,400 円

未満の者を除

く (ア) (イ) または (ウ) 該当者につき原則と

して進級を行なう｡(イ) 5 年以上 22,600 円以上

(ウ) 5 年以上

在級中の昇給

総額が 4,500

円以上

2級→ 3級

1級より進級した者 5年以上

17,400 円以上

要件該当者につき筆記試験を行ない面接, 勤

務成績を勘案の上選定を行なう｡ ただし初回

受験後 3年を経過した者については原則とし

て進級を認める｡

工技専修生修了者 4年以上

上記以外の者 3年以上

1級→ 2級

教習生修了者 4年以上

13,500 円以上 要件該当者につき原則として進級を行なう｡

技能訓練生修了者 2年以上

研修生修了者 1年以上

見習生修了者 1年以上

上記以外の者 1年以上

出所 :今里 (1968b), p. 58 により作成｡



きかった｡

第三に, 従来の 1等工手から工師への昇格を,

執務系統・工技系統・技能系統の 4級から作業技

術系統の 2級への変更というようにしている｡ こ

れにより, 選抜としての意味合いが高まっている｡

なお, 上記 3つの変更試験には回数制限が設けら

れており, それを超えて職能系統を変更すること

は難しくなっている｡

以上から, 1968 年改訂により, 系統内資格進

級には勤続要素のウェイトが高まったが, 評定要

素のウェイトが高い職能系統変更の活用により,

能力評価における勤続要素と評定要素のバランス

がとられることになったと言えよう｡

3 昇給基準

最後に, 変更された昇給基準について説明しよ

う｡ 従来の身分制度においては, 技能系統に属す

る者で工師以外の者の賃金支払方法は日給制であっ

た｡ これに関して, 労働組合から ｢日々成果を測

定するという形の日給制の存在意義に疑問符が打

たれます｣ (三菱電機労働組合運動史編纂委員会編

1974a: 300) と主張されていた｡ そのため, 表 6

に示す通り, 社員すべての昇給基準を月額表示と

し, 本給の支払形態を統一した｡

また, 昇給基準は, 従来と異なり, 1 つの資格

に 1つの昇給基準が設けられている｡ この結果,

第一に, 大卒者の場合, 初任資格が事務系統・技

術系統 1 級であるから, 昇給基準は 1000 円→

1500 円→2100 円→2600 円と増加していく｡ 額的

には従来と比較して大きな変化はない｡ だが, こ

のように増加していくには資格の進級および職能

系統の変更が必須となっている｡
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表 5 職能系統変更の要件

区分

要件 選考科目 受験

回数

制限資格 本給
資質

評価
学科 口頭試問

論

文

事務系統 事務企画系統

技術系統→技術企画系統

作業技術 (1 級)

系統(2 級)

事務・技術・作

業技術系統 2級

取得後 5年以上

経過した者

25,950 円

以上
50 20{専門知識企画能力

30 2 回

執務系統 事務系統

工技系統→技術系統

技能系統 (1 級)

(2 級)

執務・工技・技

能系統 2級取得

後 2年以上経過

した者

14,800 円

以上

30 50{一般的基礎知識専門的基礎知識
20{一般的基礎知識専門的基礎知識

3回

執務系統

工技系統→作業技術系統

技能系統 (2 級)

(4 級)

執務・工技・技

能系統 4級取得

後 2年以上経過

した者

24,100 円

以上
50 30 作業技術 (現場) 20 作業技術 (現場) 3 回

出所 :今里 (1968b), p. 59 により作成｡

注 : 1) 選考科目中の数字は採点の比重を示す｡

2) それぞれ受験には回数制限が設けられているが, それぞれの回数受験後もなおその後に能力資質の変更の可能性があると認められ

る者はこの限りではないとしている｡

職能系統 資格 昇給基準

事務企画系統

技術企画系統

2級 2,600 円

1 級 2,100 円

事務系統

技術系統

作業技術系統

3級 2,100 円

2 級 1,500 円

1 級 1,000 円

職能系統 資格 昇給基準

執務系統

工技系統

技能系統

5級 1,200 円

4 級 950 円

3 級 800 円

2 級 650 円

1 級 500 円

表 6 昇給基準 (1968 年当時)

出所 :今里 (1968b), p. 55 により作成｡

注 : 執務系統・工技系統・技能系統の 5級のうち, 執務長・工技長・技能長に認

定された者は 5級の昇給基準に 300 円を加算した額とするとしている｡



第二に, 高卒ホワイトカラーの場合, 初任資格

が執務系統・工技系統 1級であるから, 昇給基準

は 500 円→650 円→800 円→950 円→1200 円と増

加していくことになる｡ この額は従来と比較して

低く設定されているが, 事務系統・技術系統の 1

級へ職能系統の変更を行うことを可能とする仕組

みを設けることにより, 不満を解消し, また意欲

向上を図っている｡

第三に, 高卒ブルーカラーの場合, 高卒ホワイ

トカラーと同様の昇給基準で処遇されることとなっ

ている｡ そのため, 高卒ブルーカラーと高卒ホワ

イトカラーとの間にあった格差は解消されている｡

また, 資格進級における最長滞留年数と自動進級

の設定により, 勤続年数を経れば, より高い昇給

基準で処遇されるよう変化している｡

Ⅴ 結 語

以上, 三菱電機における戦後型の学歴身分制を

軸とした人事処遇制度から能力主義的人事処遇制

度への移行を考察した｡ その過程は, 機械的平等

主義的な年功制度から能力評価に基づいて個人間

に差がつく制度への転換というような単純なもの

ではなかった｡

三菱電機における戦後型の学歴身分制を軸とし

た人事処遇制度は, 職員と工員という区分が廃止

されてはいたものの, 学歴に強く規定され, かつ

性差に基づく明確な処遇の違いも存在する制度で

あり, 中途採用者も低く処遇されるものとなって

いた｡ また, 身分の昇格は勤務成績と口頭試問の

結果が加味され, 必ずしも全員が同様に昇格でき

るわけではなく, 職能系統の転換の余地はあった

が非常に困難であった｡ さらに, 本給の決定は学

歴および身分の昇格が非常に重要な意味を持って

おり, 毎年の昇給額は人事考課によって個人間で

差が出る仕組みとなっていた｡

このような制度が 1968 年に改訂されたのであ

るが, それは職務遂行能力という一貫した基準に

よって編成された職能系統・資格に全従業員を格

付け, 資格進級と職能系統変更をシステマティッ

クに実施することによって, 整合的で納得度の高

い社内秩序を確立しようとするものであった｡ 資

格進級における最長滞留年数と自動進級の設定に

よって, 従来よりも系統内資格進級において勤続

要素に配慮しつつ, また評定要素のウェイトが高

い職能系統変更の活用によって, 能力評価におけ

る勤続要素と評定要素のバランスがとられること

になった｡

この改訂により, 大卒者の処遇・選別問題, 高

卒ブルーカラー採用に伴う処遇問題, 中途採用者

の処遇問題, 男女格差にかかわる問題, そして学

歴格差にかかわる問題などの人的資源管理上の諸

問題を解決するための制度整備が一応の完成をみ

た｡ もちろん, そうした制度が実際にどのように

運用され, 納得性の向上に結びついたかについて

は, 制度改訂とその背景を吟味した本稿では明ら

かにされていない｡ これについては残された課題

である｡

最後に, 本稿の分析から明らかにした事実認識

が現在の人的資源管理をめぐる状況に対してもつ

インプリケーションについて簡単に述べておく｡

第一に, 資格格付けの重要性について｡ 本稿の

分析では, 従業員の資格進級をいかに行うかが重

要なものとなっていた｡ 現在の成果主義をめぐる

議論の中で短期的な評価を報酬へ反映すべきだと

の主張が行われているが, 従業員を長期的にいか

に格付けし, 処遇していくかということの方が人

的資源管理としてはより大事である｡ その意味で,

成果主義的な人事改革においても, 短期的報酬変

動よりも長期的な格付けのあり方がどう変わって

いるのかを考察することが必要であると考えられ

る｡

第二に, 社内秩序の重要性について｡ 1960 年

代後半における人事改革では, 年功主義から能力

主義への転換が重要だと考えられてきた｡ しかし

ながら, 本稿で明らかにしたように, 実際の企業

の現場では学歴重視の秩序から能力重視の秩序へ

転換することが重要なポイントとなっていた｡ 現

在の成果主義的な人事改革のもとでも, 何を根拠

として社内秩序を保っていくのか明確にする必要

があろう｡

第三に, 佐藤 (1999, 2004) が指摘する職能的

資格制度と能力的資格制度の区分について｡ 三菱

電機において 1968 年に改訂された人事処遇制度
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は日経連の推奨する職能的資格制度であり, それ

は職務との関連を強める一応の解として職能系統

を 8つに細分化していた｡ このような改訂は, 職

務との関連を強めるという点では意味があったと

いえよう｡ しかしながら, 1968 年改訂後の三菱

電機ではその職能的資格制度に問題があると認識

され, 1978 年に大幅な人事処遇制度の改訂を行っ

ている｡ これにより, 1968 年改訂で打ち出され

た職能的資格制度は能力的資格制度へと大きく転

換することになる｡ 三菱電機がなぜ職能的資格制

度を大幅に改訂したのかをより踏み込んで検討す

ることは, 能力主義管理をめぐって重要なインプ

リケーションが導き出されると思われる｡ だが,

1978 年に行われた人事処遇制度の改訂の分析は,

本稿の範囲を越えるため, 他日を期したい｡

＊本稿を執筆するにあたり, 三菱電機労働組合から資料的な支

援を受けた｡ また, 本稿の執筆の過程で仁田道夫教授 (東京

大学), 林大樹教授 (一橋大学), 鈴木良隆教授 (一橋大学),

米山高生教授 (一橋大学), 呉学殊研究員 (労働政策研究・

研修機構), 2 名の匿名レフェリーから有益なコメントをい

ただいた｡ さらに, 社会政策学会第 114 回大会自由論題にお

いて本稿の内容を報告した際にも, フロアから貴重なコメン

トをいただいた｡ ここに記して感謝の意を表する｡ いうまで

もなく, 本稿にありうべき誤りの責めは筆者に帰するもので

ある｡

1) もっとも, 橋元に関してはこのような指摘はあてはまらな

い｡ というのは, 橋元は職能給化が行われる前のＸ造船にお

いて ｢査定のいかんでは年齢・勤続序列と本給序列は全く異

なったものとなりうる｣ (p. 71) としているからである｡ だ

が, 職能給化が行われた後, ｢昇給査定の及ぼす範囲が広がっ

た｣ (p. 98) としていることから, 全体的な論調は能力評価

の強化であると言えよう｡

2) 仁田 (1993, 2003b) は, 能力主義への移行が多分に恣意

的・非体系的な方式による昇給管理から職務遂行能力という

一貫した基準による, より客観的・体系的な昇給管理への転

換という側面をもつことを主張しているが, 昇給管理のあり

方が ｢恣意的｣ なものから ｢客観的｣ なものへと転換したか

については, 人事考課の制度や運用にまで踏み込んだ分析が

必要である｡ 本稿は, 昇格・昇給の制度分析に焦点をあてた

ものであるため, そこまで踏み込むことはしなかった｡

3) なお, 恐らく三菱電機と思われるＢ社の事例に即して,

1960 年代に工職身分格差撤廃が進展したことを分析してい

る研究として久本 (1998) が挙げられる｡ また, 戦前期にお

ける三菱電機の技術開発と技術者については, 市原 (2007)

が詳細な検討を行っている｡

4) 楠田 (1975) における職能資格制度は, この分類に基づく

ならば, 能力的資格制度であったと言えよう｡

5) 三菱電機において職階制度という制度も 1950 年から導入

されており, 賃金には職階給として反映されていた｡ 具体的

には職務級ごとに定められた職階定額というものをベースに

個人の能率などを勘案して職階給が決定され, ｢職階定額部

分の賃金全体に占めるウエイトは 20％程度｣ (労務行政研究

所 1968 : 22) であった｡ なお, 職階制度は 1968 年の人事処

遇制度改訂の際に変更されているが, この考察は別稿に委ね

たい｡

6) 高卒のブルーカラー採用という事態は三菱電機に限ったこ

とではなく, 日立や八幡製鉄, 日本鋼管, 三井造船などでも

生じていた (日立製作所社史編纂委員会編 1971 : 106, 新日

本製鉄株式会社社史編さん委員会編 1981 : 653, 日本鋼管株

式会社六十年史編纂委員会編 1972 : 551, 三井造船株式会社

50 年史編纂委員会編 1968 : 288)｡

7) 日立の場合, 職群という区分を設け, 企画職, 執務職, 間

接現業職, 直接現業職に分けている (労務行政研究所 1966 :

19)｡

8) 同様に, 日立でも中途採用者の処遇について問題視されて

おり, ｢中途採用者の格付は入社前の経験年数の八〇％を社

内経験年数に算入する｣ (労務行政研究所 1966 : 23) という

改訂を行っている｡

9) 制度構築のプロセスに関しては紙幅の都合から別稿に委ね

るが, その概略は次の通りである｡ すなわち, 労使の見解の

対立から交渉が膠着状態に陥っており, 会社側は労働組合に

妥協を求め, 労働組合としても膠着状態に懸念を示していた｡

そのため, 労働組合は ｢進級試験については, 会社側委員よ

り出された案より回数を少なくし, 試験内容等については現

行制度を更に改善し, 滞留年限などを設けること｣ (資料 4

参照) という妥協案を捻出した｡ 最終的に, 会社側はこのよ

うな労働組合の意向を踏まえて, 資格進級は試験を行わず自

動進級とする場合もあり, また試験が行われるにしても最長

滞留年数を設けることとなった｡ 労働組合は, この自動進級

と最長滞留年数を設けることを条件として会社側の提案した

資格進級にかかわる制度を受け入れたのである｡

10) 学歴格差の縮小に関して, ｢大学や高校は卒業してはいな

いが, 中学を出て会社で一生懸命能力の涵養につとめれば大

学, 高卒と, 学校へ行かなかった場合も全く同じチャンスを

与えられるというのが……能力主義ということの改正点です｣

(森田 1968 : 7- 8) という記述がある｡ また, 職能系統の変

更を設けることによって ｢大学卒を採る前に大学卒と同じ能

力を具備した中学卒, 高校卒の当社にいる人を優先的に採用

する｣ (森田 1968 : 9) という記述もある｡ 以上から, 職能

系統の変更は学歴格差を縮小するためのツールとして整備さ

れたと判断してよかろう｡
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すずき・まこと 労働政策研究・研修機構アシスタントフェ

ロー｡ 最近の主な著作に労働政策研究・研修機構編 『｢企業

内紛争処理システムの整備支援に関する研究調査｣ 中間報告

書』 (労働政策研究報告書No. 86) 労働政策研究・研修機構

(共著, 2007 年)｡ 労使関係論, 人的資源管理論専攻｡
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